
数　理　会　会　則 
昭和３７年　７月　発効 
昭和３９年　５月 
昭和４０年　５月　一部変更 
昭和４１年　５月 
平成　２年　４月　一部変更 
平成　８年　５月　一部変更 
平成１０年　７月　一部変更 
令和　元年１０月　一部変更 

第１条 （名称） 本会は京都大学数理会と称する。 

第２条 （目的） 本会は会員相互の交流を深め各員の心身を練磨し学術の向上をはかることを目的とす
る。 

第３条 （本部・支部） 本会の事務所は京都市左京区吉田本町京都大学工学部情報学科数理工学コース内に置
く。本会は支部を置くことができる。 

第４条 （会員） 会員は、京都大学工学部数理工学科、情報学科数理工学コース、及びそれらを兼担する
工学研究科と情報学研究科の分野に在籍中又は在籍していた学生、教職員、及び研究生等とする。 

第５条 （退会） 会員は、退会届を委員会に提出することによって本会を退会することができる。 

第６条 （除名） 会員に本会の目的に反する行為があったとき、または除名すべき正当な事由があると
き、委員会の決議をもってこれを除名することができる。 

第７条 （事業） 本会は第２条の目的を達成するために各種の事業を行う。 
  １．総会 
  ２．会誌の発行 
  ３．会員情報の適切な管理と保管 
  ４．その他 

第８条 （会長） 会長は、情報学科数理工学コース長とし、本会を代表するものとする。 

第９条 （委員） 第７条の事業を円滑に行うために、会長は、会員の中から会計１名を含む２名の委員
を選出する。 

第１０条 （委員会） 委員会は会長及び委員によって構成し、各年度の始めと終わりに定例会議を開き、会務
の報告、その他事業活動に必要な事項について審議し、必要に応じて臨時会議を招集する。委員会の決定は全会一致
とする。 

第１１条 （委員の任期） 委員任期は一事業年度とする。但し再選はさまたげない。 

第１２条 （年度） 本会の事業年度及び会計年度は４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

第１３条 （会務の報告） 委員会は各年度の始めに会員に前年度の会務の報告を行う。 

第１４条 （改正） 会則の改正は委員会が発議し、委員会招集の総会において出席者の過半数の賛成によっ
て成立する。 

（以上）


